
  

 

近年の人口減少・少子高齢化の進展に伴い、市街地の拡大を抑制することを前提としつつも、地域活力やコミュニティの低下といった課題に対応し、優良な農地の保全、自然環境との

調和を図りつつ、既存集落への定住化を図ることを目的として、佐世保市には市街化調整区域において一定の条件を満たせば、住宅建築を可能とする３つの制度があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
① 地区計画制度 ② 優良田園住宅制度 

③ 緩和条例 
（都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例） 

制度の概要 地区の特性に応じた住宅等の建築を行うための制度です。 既存集落及び農村集落における定住促進を図る制度です。 既存集落へのコミュニティ維持を図る制度です。 

開発等の規模 ３,０００㎡以上かつ、おおむね１０戸以上 ３,０００㎡以上かつ、おおむね１０戸以上 ２００㎡以上３,０００㎡未満 

 ・現況が概ね整形である土地 （主に平坦地） 

・条例区域（※裏面詳細）内の、拠点施設周辺（＊下記詳細） 

・現況が概ね整形である土地 （主に平坦地） 

・条例区域（※裏面詳細）内の、拠点施設周辺（＊下記詳細） 

・既存の集落内、または既存の集落に隣接している土地 

・農業振興地域（農用地区域を除く）であっても可能 

・条例区域（※裏面詳細） 

・農業振興地域（農用地区域を除く）であっても可能 

 ・災害のおそれのある区域など 

・農業振興地域 

・災害のおそれのある区域など 

・農用地区域 

・土砂災害警戒区域等の災害のおそれのある区域など 

・農用地区域 

・農用地区域から 50ｍの区域 

建築物の用途 

 

対象 

項目 

市街化区域隣接 

または既存集落内 
左記以外 

専用住宅 ○ ○ 

兼用住宅（事務所・店舗） ○ × 

共同住宅（アパート） ○ × 
 

 
対象 

項目 
全 域 

専用住宅 ○ 

兼用住宅（事務所・店舗） × 

共同住宅（アパート） × 

 

 

対象 

項目 
全 域 

専用住宅 ○ 

兼用住宅（事務所・店舗） ○ 

共同住宅（アパート） ○ 

 

建築物規模等 

 
対象 

項目 

市街化区域隣接 

または既存集落内 
左記以外 

建蔽率 60％以下 50％以下 

容積率 100％以下 80％以下 

高  さ 10ｍ以下 10ｍ以下 

敷地面積 165㎡以上 200㎡以上 
 

 
対象 

項目 
全 域 

建蔽率 30％以下 

容積率 50％以下 

高  さ 10ｍ以下 

敷地面積 300㎡以上 
 

 
対象 

項目 
全 域 

建蔽率 60％以下 

容積率 100％以下 

高  さ 10ｍ以下 

敷地面積 
200～500㎡ 

（共同住宅は 1,000㎡まで） 
 

必要な許可等 

地区計画を定める 

開発許可が必要 

優良田園住宅建設計画の認定 

地区計画を定める 

開発許可が必要 

開発許可等が必要 

お問い合わせ 
都市政策課 24-1111（内線 2805～2807） 

開発指導室 24-1111（内線 28９２～２８９４） 

都市政策課 24-1111（内線 2805～2807） 

開発指導室 24-1111（内線 28９２～２８９４） 

 

開発指導室 24-1111（内線 28９２～２８９４） 

※広田地区においては、上記①～③の制

度を用いた住宅建築は出来ません。詳

細はお問い合わせください。 

 

ただし、③緩和条例の適用区域については、

崎岡町及びハウステンボス町では単身者向

けの共同住宅に限り、引き続き建設できま

す。 

適用区域 

適用できない 

区域 

【 ＊拠点施設周辺について 】 
 
拠点施設周辺： 

拠点施設から 800ｍ以内かつ、

都市機能施設または公共交通施

設から 500ｍ以内の区域。詳細

は右図参照。 

区分 対象 

拠点施設 
支所・集会場等 支所、コミュニティセンター、小学校、中学校、義務教育学校 

鉄道駅 すべての鉄道駅 

都市機能施設 

商業施設 食料品スーパー、コンビニエンスストア 

医療施設 病院・診療所（外科、内科、小児科） 

子育て支援施設 認可保育所、認定こども園、幼稚園 

高齢者福祉施設 通所系福祉施設、訪問系福祉施設 

公共交通施設 バス停留所等 すべてのバス停留所、すべての乗合タクシー停留所 

 

市街化調整区域における住宅建築について ≪概 要≫             （表面） 
令和８年７月１日施行 
佐世保市 都市整備部 

市街化調整区域

都市計画法第34条第12号

条例区域（文言除外前）

駅

適用区域

公共交通施設

拠点施設

都市機能施設

① ②



 

 

 

 

 
 

【 ※条例区域の詳細について 】 

 

 
 ①地区計画制度  及び  ②優良田園住宅制度  

 ・下記条例（２）の区域（既存集落等） 

  ⇒（左図：都市計画法第34条第１２号条例区域（文言除外前）） 

 

 ③緩和条例  

 次のいずれにも該当する土地の区域 

 ・下記条例（１）の区域（災害ハザード等） 

 ・下記条例（２）の区域（既存集落等） 

  ⇒（左図：都市計画法第34条第１２号条例区域（文言除外前）） 

 ・下記条例（３）の区域（道路条件等） 

 ・下記条例（４）の区域（その他の条件等） 

市街化調整区域における住宅建築について ≪概 要≫             （裏面） 
令和８年７月１日施行 
佐世保市 都市整備部 

早岐駅

ハウステンボス駅

南風崎駅

大塔駅

日宇駅
佐世保駅

市役所

都市計画法第34条第12号
条例区域（文言除外前）

柚木支所

大野支所

中里皆瀬支所

相浦支所

日宇支所

早岐支所

三川内支所

宮支所

江上支所

針尾支所

小佐々支所

○都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準 

に関する条例（抜粋） 

 

第４条 法第 34 条第 12号及び政令第 36条第１項

第３号ハの規定により条例で定める土地の区域

は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域と

する。 

(１) 政令第 29 条の９各号に掲げる土地の区域

（災害の発生の防止又は被害の軽減のた

めに適切な措置が講じられている区域と

して市長が認める区域を除く。）その他規

則で定める土地の区域以外の土地の区域 

(２) おおむね 50 以上の建築物が集積してお

り、それらの敷地が、おおむね 50 メート

ル以内で規則で定める基準に従い連たん

している土地の区域のうち、既存集落の計

画的な整備が必要な区域としてあらかじ

め市長が指定した土地の区域 

(３) 環境の保全上、災害の防止上及び通行の安

全上支障がない規模及び構造の規則で定

める道路に接する土地の区域 

(４) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める

土地の区域以外の土地の区域 


